
船舶事故等調査報告書 

平成２４年６月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２神第２７号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年１１月２９日 ０７時５５分ごろ 

発生場所 兵庫県南あわじ市沼
ぬ

島漁港 

 南あわじ市所在の沼島港泊防波堤灯台から真方位１５６°１７０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１０.２′ 東経１３４°４９.２′） 

事故等調査の経過 平成２４年３月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 正 栄
しょうえい

丸、１９トン 

２６０－３６８２８兵庫、有限会社橋本商店 

Ｂ 漁船 新生
しんせい

丸、５トン 

不詳、個人所有 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

死傷者等 なし 

損傷 Ａ 船首部ペイント剥離 

Ｂ 右舷中央部に割損 

事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、沼島漁港において着岸作業中、ク

ラッチレバーを後進に操作したが、後進がかからず、平成２３年１１月２

９日０７時５５分ごろ、Ａ船の船首部が岸壁に接触したのち、係留中のＢ

船の右舷中央部と衝突した。 

 船長Ａは、本事故後、クラッチのワイヤが切れていることを確認した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 １ 

海象：潮汐 上げ潮の末期  

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、沼島漁港において着岸作業中、クラッ

チのワイヤが切れたことから、後進がかからずに

岸壁へ接触したのち、係留中のＢ船と衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、沼島漁港において着岸作業中、クラッチのワイヤが

切れたため、後進がかからずに岸壁へ接触したのち、係留中のＢ船と衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

 




